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雇用ワーキング・グループにおける労働者派遣制度に関する検討状況等 

 

 

１ 「規制改革実施計画」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）等に基づき、厚生労働省にお

いて、労働者派遣制度の見直しを検討 

 

 「規制改革実施計画」（平成 25年６月 14日閣議決定）の該当部分 

事項名     労働者派遣制度の見直し 

  規制改革の内容 労働者派遣制度については、下記の事項を含め、平成 25年秋以降、労働政策審議会

において議論を開始する。 

          ①派遣期間の在り方（専門 26業務に該当するかどうかによって派遣期間が異なる現

行制度） 

②派遣労働者のキャリアアップ措置 

③派遣労働者の均衡待遇の在り方 

実施時期    平成 25年検討・結論、結論を得次第措置 

 

２ 厚生労働省においては、平成 25年８月 20日に「今後の労働者派遣制度の在り方に関

する研究会」の報告書をとりまとめ。 

８月 30 日から労働政策審議会（職業安定分科会労働力需給制度部会）における審議

を開始し、議論が本格化しているところ。 

 

３ これらのフォローアップを行うため、雇用ワーキング・グループにおいても議論を開

始し、関係者ヒアリングを行っているところ。 

 

  第８回ＷＧ（８月 29日） 厚生労働省ヒアリング（参考１）、論点の検討（参考２） 

  第９回ＷＧ（９月 13日） 関係団体ヒアリング 

 

４ これまでのＷＧでは、 

 ・「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」報告書は、「規制改革実施計画」に

提起している 26業務の廃止などを盛り込んでおり、大筋の方向性は評価できる。 

 ・しかし、労働者派遣制度の見直しが、労働者、派遣先、派遣元にとってより効果的に

なるような観点から、26 業務の廃止などに代わる派遣期間制限に係る規制が過度な

ものとならないような対応や、日雇派遣の原則禁止など平成 24 年改正事項の見直し

など今後検討すべき課題がある。 

 といった議論が行われているところ。 

 

５ このような議論を踏まえ、労働政策審議会においてより有益な議論を行っていただく

ためにも、10 月上旬に、規制改革会議で意見をとりまとめて提言していくことが必要

と考える。 

  

資料２ 
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今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書（平成 25年８月 20日）概要 

 

第１ 制度の在り方の検討に当たっての基本的な考え方 

○ 制度の検討に当たっては、 

① 労働者派遣制度の労働力需給調整における役割を評価しながら、派遣労働者

の保護及び雇用の安定等を積極的に図ること 

② 派遣労働者のキャリアアップを推進すること 

③ 労使双方にとってわかりやすい制度とすること 

を基本的な視点として持つことが適当。 

 

第２ 登録型派遣・製造業務派遣の在り方 

○ 登録型派遣は労働力の需給調整の仕組みとして有効に機能しており、仮に禁止

した場合、経済活動や雇用への影響が懸念される。 

○ 登録型派遣については、雇用の不安定性への対応が必要であり、後述の雇用安

定措置を講じていくことが考えられる。 

○ 製造業務派遣について指摘されている問題は、製造業務の有期雇用労働者一般

に関係する事項であり、労働者派遣制度の中で対応すべき理由に乏しい。雇用の

不安定性については、登録型派遣をめぐる雇用の不安定性の議論の中で検討すべ

き。 

 

第３ 特定労働者派遣事業の在り方 

○ 特定労働者派遣事業には有期雇用を反復更新している者も含まれており、それ

らの者の雇用が必ずしも安定していない状況。 

○ 「常時雇用される」を「期間の定めのない」ものと再整理することで、特定労

働者派遣事業はすべての派遣労働者を無期雇用する派遣元に限定することが適

当。 

 

第４ 期間制限の在り方等 

（１）26業務という区分に基づく規制の在り方について 

○ 「専門性」は時代とともに変化するため、判断基準を明確に定義するのは困難。 

○ 26 業務の該当の有無をめぐり関係者間で解釈の違いが生じるケースが発生。

いわゆる付随的な業務についても、該当の有無の判断が難しいという意見。 

○ 現行の 26 業務という区分に基づく規制の廃止を含め、労働政策審議会で議論

していくことが適当。 

 

（２）現行の常用代替防止策の課題 

○ 常用代替防止は派遣労働者の保護や雇用の安定と必ずしも両立しない。 

○ 正規雇用労働者と同様の待遇の派遣労働者まで一律に抑制の対象とすること

は適当でない。 

（参考１ 平成 25年８月 29日ＷＧ
資料２ 厚生労働省提出資料） 
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○ 期間制限の存在が派遣労働者の雇用の不安定性の一因に。 

○ 派遣労働者の所属する単位を変更すれば、同一の派遣労働者の受入れを長期間

続けることができる仕組みとなっている。 

 

（３）常用代替防止の再構成 

○ 有期雇用派遣は、間接雇用かつ有期雇用であるため、派遣労働者の雇用の不安

定性、キャリアアップの機会が乏しい、派遣先での望ましくない派遣利用の可能

性、拡大しやすい性質といった特徴があることから、一定の制約を設け、無限定

な拡大を抑制していくことが望ましい。 

○ 常用代替防止の考え方は、今後、対象を有期雇用派遣に再整理した上で、 

 個人が特定の仕事に有期雇用派遣として固定されない、また労働市場全体で

有期雇用派遣が無限定に拡大しないという個人レベルの常用代替防止 

 派遣先の常用労働者が有期雇用派遣に代替されないことという派遣先レベル

の常用代替防止 

の２つを組み合わせた考え方に再構成。 

○ 無期雇用派遣は常用代替防止の対象から外すが、無期雇用の労働者にふさわし

い良好な雇用の質の確保を図っていくことが望まれる。 

 

（４）今後の制度について 

○ 今後の常用代替防止のための制度については、有期雇用派遣を対象とし、 

① 労働者個人単位で同一の派遣先への派遣期間の上限を設定する 

② ①により派遣労働者を交代することで有期雇用派遣を続けることが可能と

なる点に対しては、派遣先の労使がチェックする仕組みを考える 

とすることを中心に検討していくことが望まれる。 

○ 派遣の継続性については、判断基準となる範囲の設定によって様々な案が考え

られる。 

○ 労使のチェックの仕組みについても、様々な案が考えられる。 

○ 個人単位の派遣期間の上限に達した有期雇用派遣労働者には、派遣元が雇用の

安定のための措置を講じることが適当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の制度のイメージ】 例えば、以下を主な構成要素とする制度が考えられる。 
① 個人レベルでの派遣期間の制限 
・・・同一の有期雇用派遣労働者について、派遣先の組織・業務単位における受入
期間に上限を設ける。（組織・業務単位の範囲の大きさにより、多くの選択肢） 

② 派遣期間の上限に達した者への雇用安定措置 
・・・派遣元は、有期雇用派遣労働者が受入期間の上限に達する場合、希望を聴
取し、派遣先への直接雇用の申入れ、新たな派遣就業先の提供、派遣元での無
期雇用化等のいずれかの措置を講じる。 

③ 派遣先レベルでの派遣期間の制限（派遣先の労使のチェック） 
・・・継続的な有期雇用派遣の受入れが上限年数を超す場合、派遣先の労使の会
議等の判断により、上限年数を超えた継続的受入れ等の可否を決定する。 

○ 有期雇用派遣の受入期間の上限については、個人単位、派遣先単位共に３年と
することを中心に検討することが考えられる。 
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第５ 派遣先の責任の在り方（派遣先の団体交渉応諾義務について） 

○ 集団的労使関係法上の使用者性は、労働者派遣法の範疇で対応すべきものでは

なく、今後とも労働組合法の枠組みの中で考えていくことが適当。 

 

第６ 派遣労働者の待遇 

（１） 均等・均衡待遇 

○ 均衡待遇に関しては、派遣労働者の待遇の改善だけではなく、待遇が低いこと

による派遣労働者の安易な利用を抑制する効果があり、今後とも取組を進めてい

くべき。 

○ 均衡待遇を更に進めるには派遣先の更なる協力が不可欠。派遣労働者の賃金、

教育訓練、福利厚生施設の利用などの面で派遣先の役割が期待される。 

○ 派遣元に対し、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明義務を設けることも

考えられる。 

（２） 労働・社会保険の適用促進 

○ 加入を促進するためには、派遣先が派遣労働者の労働・社会保険への加入状況

を確認する仕組みが有効。 

 

第７ 派遣労働者のキャリアアップ措置 

○ 一般労働者派遣の許可要件にキャリアアップ措置に関する事項を盛り込むこ

と等が適当。 

○ キャリアアップには派遣先の協力も重要であり、OJT 等の取組を行うことが

望まれる。また、意欲と能力がある派遣労働者には、派遣先等での直接雇用の推

進が適当。 

○ 国や業界団体の果たす役割も重要。 

 

第８ その他 

○ 派遣元で無期雇用の者に対する事前面接は規制の対象から除外することが適

当。 

○ 無許可・無届の事業者への事業停止命令等の指導監督の強化を検討することが

必要。 

○ 改正法については、円滑な施行に努め、施行状況の情報の蓄積を図ることが重

要。日雇派遣の原則禁止は、労働政策審議会において今後の制度見直しに向けた

議論が必要かどうかを判断していくことが適当。 
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労働者派遣制度の見直しに係る論点 

 

〇平成２５年８月２０日、厚生労働省「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は、「労

働者派遣制度の見直しに関する報告書」（以下「報告書」）を公表。これを受けて、今後、労働

政策審議会において検討が行われる予定。 

〇「報告書」の内容を中心として、労働者派遣制度について規制改革の観点から論点となると考

えられる主要な事項は以下のとおり。 

 

１．制度の基本に係る論点 

   今後の制度の在り方として示された、(1)２６業務を廃止すること及び(2)有期雇用派遣のみ

同一派遣先への受入れ期間上限を個人単位で設定することについては、これまでの規制改革

会議の主張に沿ったもので、この基本的方向性が堅持されるべき。 

今後の主要な論点として、以下が挙げられる。 

 

（１）常用代替防止 

    「常用代替防止」が規制の根拠として維持されているが、「派遣労働の濫用防止」（実態に

そぐわない派遣の利用や低処遇・不安定雇用の防止）へ転換すべきではないか。派遣先の

正規雇用労働者との均衡処遇を推進することで目的を果たすべきではないか。 

 

（２）期間制限の在り方等 

① 派遣先レベルでの規制について 

派遣労働者の交代等によって継続的な受入れ期間が上限を超す場合に必要とされる

労使のチェックについて、それが裁量性の強い、透明性の欠けたものとなるなど、過度な

規制を課すものとならないか。 

② 雇用安定措置について 

受入れ期間の上限に達する場合、派遣先への直接雇用の申入れ、新たな派遣就業先

の提供、派遣元での無期雇用化等の雇用安定措置を講じるとされている。その際、受け入

れ期間の上限に至る前に雇止めが増加するなどの懸念はないか。 

 

２．平成２４年法改正事項に関する論点 

平成24年10月施行の改正労働者派遣法に新たに盛り込まれた規定については、契約締結、

職業選択、採用の自由といった根本原則などの観点から様々な意見があり、労働政策審議会

において見直しが検討されるべきではないか。 

 

 （１）日雇派遣の原則禁止について 

日雇派遣（契約期間 30日以内）の原則禁止は、その濫用的な利用がワーキングプアの増

加を招くことへの問題認識から設けられたものであるが、その直接的な効果は不明である一

方で、限られた時間だけ働きたいと考える働き手など、一定の範囲で合理的なニーズが存在

（参考２ 平成 25年８月 29日ＷＧ資料５） 
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する。直接雇用の日雇契約との整合性を考慮しつつ、禁止原則の撤廃を含めた見直しが必

要ではないか。 

 

（２）労働契約の申込みみなし制度について 

     労働契約申込みみなし制度（一定の違法状態が発生した場合に、派遣先が派遣労働者

に対して直接雇用の申込みをしたものとみなす制度。平成２７年１０月施行予定。）について

は、有期労働契約の無期契約への転換制度や「報告書」に記載された雇用安定化措置との

関係、契約締結の自由との関係を考慮し、廃止を含めた見直しが必要ではないか。 

 

 （３）グループ企業内派遣の８割規制について 

グループ企業内派遣は、グループ内の情報の共有が就労マッチングを高めたり、活用の

コミットメントが派遣労働者の育成やスキルアップに資するというメリットもある。また、特定型

派遣の普及のためには、安定した派遣先の確保が不可欠であることも考慮が必要である。

派遣労働の濫用防止の観点も留意しつつ、８割基準の妥当性の検討を含め、抜本的な見直

しが必要ではないか。 

 

 （４）マージン率等の情報提供について 

諸外国でも他産業でも例のないと思われるマージン率の明示義務については、派遣先労

働者と派遣労働者の均衡処遇を推進しつつ、廃止を検討すべきではないか。 

 

 

 


